
 

 

家庭における二酸化炭素削減取組の普及啓発事業業務委託に係る 

企画提案競技（プロポーザル方式）実施要項 

 

１ 趣旨 

脱炭素社会を実現するためには県民が主体となって地球温暖化対策に取り組む必要があり、家庭に

おいて実施できる取組（太陽光発電設備設置や省エネ機器導入等）を普及啓発することにより、県内

の二酸化炭素排出量の削減を推進していく。そのため、家庭における二酸化炭素削減取組の普及啓発

事業（以下「事業」という。）にかかる委託先の選定に関し、提案競技（プロポーザル方式）に参加

しようとする者（以下「提案競技参加者」という。）が遵守しなければならない事項を定める。 

 

２ 契約に付する事項 

（１）委 託 名 家庭における二酸化炭素削減取組の普及啓発事業業務委託 

（２）履行場所 大分県大分市大手町３丁目１番１号 大分県生活環境部 環境政策課 

（３）履行期間 契約締結の日から令和７年３月３１日まで 

（４）業務概要 別紙仕様書のとおり 

（５）県予算額 委託額 ５，２２５千円（消費税を含む。） 

（６）著作権等 仕様書による。 

※成果物及び委託契約に基づく大分県の成果物の利用が第三者の著作権、肖像権 

その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証すること。 

 

３ 参加資格等 

（１）参加資格 

企画提案競技へ参加可能な者は、次のア、イの要件に該当する者とする。なお、資格要件確認の

ため、大分県警察本部に照会する場合がある。 

ア 県が発注する競争入札に参加する者に必要な資格を有する者、または、同等の資質を有する者。 

イ 事業の受託業務に関するノウハウを有し、次の各項目に該当すること。 

（ア）事業の実施にあたり専任の担当者を配置し、県との打合会等に担当者等を出席させること 

が可能な者であること。 

（イ）県から要請があった場合に、２日以内に担当者等を派遣することが可能な者であること。 

（ウ）宗教活動または政治活動を主たる目的とする者でないこと。 

（エ）特定の公職者（その候補者を含む）または政党を推薦し、支持し、または反対することを 

目的とする者でないこと。 

（オ）自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次の各号に掲げる 

者が、その経営に実質的に関与していないこと。 

① 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号） 

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

② 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 



 

 

③ 暴力団員が役員となっている事業者 

④ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者 

⑤ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を 

締結している者 

⑥ 暴力団（員）に経済上の利益や便宜を供与している者 

⑦ 役員等が暴力団（員）と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど、社会的に非難さ 

れる関係を有している者 

⑧ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

 

（２）参加申込書及び資格審査書類 

ア 企画提案競技への参加を希望する者は、「企画提案競技参加申込書」（様式１）を令和６年

５月１７日（金）１７時までに下記９記載の提出先にメールで提出すること。送付後は、当

課に連絡すること。 

イ 次の（ア）～（ウ）に定める資格審査書類を企画提案書等の提出期限（令和６年５月３１日

（金）１７時）までに下記９記載の提出先にメールで提出すること。送付後は、必ず電話に

て当課宛に確認すること。 

（ア）企画提案競技参加資格確認申請書兼誓約書（様式２） 

（イ）会社概要書（パンフレット等会社の業務内容を確認できる書類。写しでも可。） 

（ウ）過去の類似業務の実績を証する書類 

なお、大分県が発注する物品等の製造の請負及び買入れ等にかかる競争入札に参加する資格

を有していない者については、次に定める入札参加資格確認申請時の必要書類を併せて提出す

ること。 

・営業概要書、貸借対照表、損益計算書 

・取扱商品等調書 

・納税証明書（県税） 

・納税証明書（地方消費税） 

・登記簿謄本 

・定款（写し） 

（３）その他 

定められた期限までに参加申込書の提出がない場合は不参加とみなす。 

なお、参加申込書の提出後に参加を辞退する場合は「辞退届」（様式３）を提出すること。 

 

４ 質問の受付及び回答 

質問の受付は、全て「質問書」（様式４）にて行う。質問がある場合は、令和６年５月３０日（木）

１７時までに下記９記載の提出先にメールで提出すること。送付後は、必ず電話にて当課宛に確認す

ること。 

なお、質問に対する回答は、質問者に対してはメールで回答し、ホームページにも掲載する。なお、



 

 

回答内容は、本業務の実施要項及び仕様書の追加又は修正事項とみなす。 

 

５ 企画提案書の提出等 

（１）業務の目的等に留意のうえで、話題性、メッセージ性を意識したプロモーションに関して、効

果的な実施方法等を具体的に記載した企画提案書等を以下の表のとおり作成し、令和６年５月３

１日（金）１７時までに下記９記載の提出先にメールで提出すること。 

 

① 表紙 会社名、担当者名及び電話番号等連絡先を明記すること。 様式自由 

（Ａ４版） 

② 企画提案書 仕様書に沿って、話題性、メッセージ性のある効果的な

プロモーションを実施することにより、補助金の活用及

び脱炭素に向けた県民の意識向上を目的とする本事業の

趣旨を踏まえて企画・提案をすること。 

様式自由 

（Ａ４版） 

③ 協力企業一覧表 業務の実施にあたり、協力して業務を行う企業がある場

合は、当該企業の住所、名称及び協力して行う業務内容

を一覧表にして添付すること。主たる業務以外の単なる

作業の外注である場合は不要。 

なお、協力企業が地場企業（大分県内に本店を有する企

業）の場合で、地場企業の企画力の向上を図る取り組み

があれば、その内容を記載すること。 

様式自由 

（Ａ４版） 

④ 業務実施体制表 本業務に関わる予定職員の所属、氏名を一覧表にして添

付すること。また、県との打合せ等に出席する専任担当

者を明記すること。 

なお、協力企業がある場合は、当業務実施体制表に協力

してもらう業務内容毎に、当該企業の住所、名称を併記

すること。 

様式自由 

（Ａ４版） 

⑤ 見積書 実施予定の媒体毎等、項目ごとにその単価、金額を記載

すること。なお、見積書の金額は委託額（５，２２５千

円）と同額にすること。 

様式自由 

（Ａ４版） 

 

（２）その他 

ア １者につき１提案とする。また、提出後の企画提案書等の差し替えは受け付けない。 

イ 企画提案書等の枚数は、３０枚以内とすること。 

ウ 当課がすでに所有している広告クリエイティブについては、「企画提案競技参加申込書」（様 

式１）を提出した提案競技参加者にのみ提供する。当該クリエイティブの利用については、企

画提案書等の作成に関するものに限ること。なお、プレゼンテーション審査終了後又は辞退届

を提出した場合は辞退届の提出後、直ちにデータを廃棄すること。（ただし、企画が採択され



 

 

た事業者は除く。） 

 

６ 審査及び結果通知 

（１）審査について 

企画提案書等の審査は、別途定める審査委員会で行い、最優秀提案１件を選定する。 

なお、提案競技参加者が多数の場合、大分県環境政策課長は予備審査を行うことができる。予備

審査を実施した場合は、その結果を全ての提案競技参加者宛てにメールで通知する。 

（２）審査委員会は、オンラインにて行う。 

ア 日時 

令和６年６月７日（金）１０：００から（予定） 

※日程は変更となる場合がある。時間等の詳細については、後日連絡する。 

イ 時間配分 

プレゼンテーション１５分以内、委員から質疑１５分程度を予定 

ウ オンラインの方法について 

Zoom のオンライン会議サービスを使用して実施する。大分県が主催者として開催するので、対

応可能なＷｅｂ会議環境を準備すること。 

（３）その他注意事項 

ア 補完資料について 

説明にあたっての補完的な資料の提出は認めない。ただし、プレゼンテーションにおいて、そ

の内容を画面共有するものはこの限りでない。 

イ 質疑応答時の注意事項 

委員の質疑には要領よく明確に答え、委員への質問は避けること。 

（４）審査結果について 

審査結果は、令和６年６月１０日（月）を目処に審査委員会に関係する全ての企画提案者に対し

てメールにより通知する。 

（５）委託候補者について 

ア 最優秀提案を行った者を委託候補者とする。ただし、委託候補者との契約が成立しない場合

は次点の者を委託候補者とする。なお、合計得点が５割に達しない場合は委託候補者として

選定しない。 

イ 委託候補者が審査委員を通じて不正な行為を為し、審査結果を自らに有利たらしめたことが

判明したときは、契約を締結しない。なお、契約締結後に判明したときは、当該契約を無効

とする。 

 

 

 

 

 



 

 

７ 審査基準・採点基準 

 提案競技の評価項目・配点、評価基準を次のとおり定める。 

評価項目 評 価 基 準 配点 

企画の趣旨 委託事業の趣旨・目的に沿った企画提案になっているか。 8 

総合企画力 

・企画が総合的に見て、家庭における二酸化炭素削減取組の普及啓

発につながっているか。 

・企画に話題性、メッセージ性があり、補助金の活用や脱炭素に向

けた大分県民の意識向上につながっているか。 

・内容が事業の目的及び趣旨に沿い、かつ、具体的で実現可能なも

のとなっているか。 

・効果的なプロモーション戦略により、家庭における二酸化炭素削

減取組への意識向上が見込めるか。 

80 

組織経営力 
経費の見積もり、スタッフ、人員・体制、スケジュール管理等が充

実しているか、また受託するに信頼できる過去実績があるか。 
12 

 

８ その他 

（１）企画提案書等の作成、提出等に要する経費は、参加者の負担とする。 

（２）提出された企画提案書等は返却しない。なお、企画提案書等は選定業務以外には使用しない。 

（３）本件における提案はあくまでもプロポーザル企画提案とし、受託候補者選定の審査材料となる

ものであり、実際の業務推進に当たっては本県と協議した上で決定すること。 

（４）契約に当たっては、企画提案等の内容について、県と委託候補者との協議により、必要に応じ

て修正することができるものとする。 

 

９ 必要書類提出及び本事業に関する問い合わせ先 

〒870-8501 大分市大手町３丁目１番１号 

大分県生活環境部 環境政策課 脱炭素社会推進班 

ＴＥＬ 097-506-3024 

ＦＡＸ 097-506-1749 

e-mail a13090@pref.oita.lg.jp 


